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社会福祉法人長久福祉会 ショートステイたきの里 

指定（介護予防）短期入所生活介護 重要事項説明書 

 

あなた（又はあなたの家族）が利用しようとしている指定（介護予防）短期入所生活介

護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたし

ます。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

 

１ 運営法人 

事業者名称 社会福祉法人長久福祉会 

代表者氏名 理事長  菊 知   充 

主たる事務所の所在地等 

〒９２２－０１３３ 

石川県加賀市山中温泉滝町リ１番１ 

電話番号：０７６１－７３－１１５３ 

法人設立年月日 平成６年８月８日 

 

 

２ 施設の概要 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 ショートステイたきの里 

事業所番号 石川県 １７７０６００６９８ 

指定年月日 令和２年１０月１日 

事業所所在地 石川県加賀市山中温泉滝町リ１番１ 

管 理 者 中 野 裕 紀 

連 絡 先 

 

相談担当者名 

電話番号：０７６１－７８－０６６６ 

ＦＡＸ番号：０７６１－７８－０６５３ 

生活相談員：繁 昌  愛 里  

通常の送迎の実施地域 加賀市 

営業日等 毎日 

利用定員 ５名／日 

 

 

（２）施設に併設する他の事業 

事業の種類 事業所番号 指定年月日 定員 

ユニット型指定介護老人福祉施設 

ユニット型特別養護老人ホームサンライフたきの里 
石川県 1770600698 

令和 2年 

10月 1日 
30名 

地域密着型介護老人福祉施設 

特別養護老人ホームサンライフたきの里 
加賀市 1790600355 

令和 2年 

10月 1日 
20名 
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居宅介護支援 

たきの里居宅介護支援事業所 
加賀市 1770600698 

令和 2年 

10月 1日 
－ 

特定相談（一般相談・計画相談）／障害児相談支援 

地域支援（地域移行支援・地域定着支援） 

相談支援事業所やまなか 

石川県 1730600481 
令和 2年 

10月 1日 
－ 

 

 

（３）施設及び設備等の概要  

 ※（介護予防）短期入所生活介護で使用する居室は多床室(1部屋)と個室(２部屋)です。 

敷地 12,142.83 ㎡ 

建物 

構造 鉄筋コンクリート造 ３階建（耐火建築） 

延床面積 合計        4,379.06㎡ 

ユニット部分    1,650.00㎡ 

ユニット部分以外  2,729.06㎡ 

居室の種類 居室数 床面積 １人あたりの面積 

個室 2室 27.242㎡ 13.621㎡ 

多床室（４人部屋） 1室 33.00㎡  8.25㎡ 

主な設備 

食堂 １室 135.31 ㎡ 

一般浴室 １室 53.30㎡ 

機械浴室 特殊浴槽 16.50㎡ 

医務室 １室 18.00㎡ 

デイルーム １室 69.70㎡ 

地域交流室 １室 95.74㎡ 

 

 

（４）事業の目的及び運営方針 

事業の目的 
要介護状態にある高齢者（以下、「利用者」という。）に対し、適正な指定

（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

・介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿った

運営を行います。 

・要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより利用者の心身の機能の維持並びに利用者家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとします。 
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（５）職員配置の状況 

職種 
員

数 

区分 

資格等 勤務時間 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1  1   精神保健福祉士 8:30～17:15 

医師 1名以上 
内 科 １名 

精神科 １名 

内科 週 1回（木） 

精神科 隔週（金） 

介護支援専門員 1  1   介護支援専門員 8:30～17:15 

生活相談員 1名以上 
精神保健福祉士 

社会福祉主事 
8:30～17:15 

看護職員 2 1 1   看護師 2名 

早番 7:00～15:45 

日勤 9:00～17:45 

遅番 13:15～22:00 

夜勤 16:30～翌 9:30 

機能訓練指導員 1名以上 作業療法士 9:00～15:30 

介護職員 11 5 2 4  
介護福祉士 6名 

介護職員  5名 
看護職員と同様 

栄養士 2 1 1   管理栄養士 9:00～17:45 

調理師・員 5 2  3  
調理師 4名 

調理員 1名 

早番 5:15～14:00 

日勤 9:00～17:45 

遅番 10:30～19:15 

事務職員 4  4    
8:30～17:15 

9:00～17:45 

 

 

３ 提供するサービスの内容と料金及び利用者負担額について 

（１）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サービスの内容 

（介護予防）短期入所

生活介護計画の作成 

① 相当期間以上利用する利用者に対して、利用者に係る居

宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基づ

き、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行

い、援助の目標に応じた具体的なサービス内容を定めた

（介護予防）短期入所生活介護計画を作成します。 

② （介護予防）短期入所生活介護計画の作成にあたって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得ます。 

③ （介護予防）短期入所生活介護計画の内容について、利

用者の同意を得たときは、（介護予防）短期入所生活介

護計画を利用者に交付します。 

④ それぞれの利用者について、（介護予防）短期入所生活
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介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行います。 

利用者居宅への送迎 
事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所まで

の間の送迎を行います。 

食事 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄

養状態に応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の利

用者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。 

（基本的な食事時間）朝 食 午前７時３０分～ 

          昼 食 午後０時００分～ 

          おやつ 午後３時００分～ 

          夕 食 午後６時００分～ 

日

常

生

活

上

の

世

話 

食事の提供及び 

介助 

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行いま

す。また、嚥下が難しい利用者のための刻み食、流動食等の

提供を行います。 

排せつの介助 
介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘

導や排せつの介助、おむつやパット交換などを行います。 

入浴の提供及び 

介助 

１週間に２回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法で入

浴の介助や清拭（身体を拭くこと）、洗髪などを行います。 

座ることのできない利用者には特殊浴槽を使用します。 

更衣等の介助等 

介助が必要な利用者に対して、１日の生活の流れに沿って、

体位交換、離床、着替え、整容、その他日常生活の介助を適

切に行います。 

移動・移乗の介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いす等への移

乗の介助を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の

お手伝い、服薬の確認を行います。 

機

能

訓

練 

日常生活動作を 

通じた訓練 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練

を行います。 

レクリエーション

を通じた訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや体

操などを通じた訓練を行います。 

その他 

（創作活動など） 

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場

を提供します。 

特別なサービス 

※若年性認知症利用者

の受入れ 

若年性認知症（４０歳から６４歳まで）の利用者を対象に、

その利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供します。 

 

 

 

 

（２）（介護予防）短期入所生活介護従業者の禁止行為 
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   （介護予防）短期入所生活介護従業者はサービスの提供にあたって次の行為はいた

しません。 

   ① 医療行為（ただし、医師が行う場合を除くほか、看護職員、機能訓練指導員が

行う診療の補助行為を除く。） 

   ② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

   ③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

   ④ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。） 

   ⑤ 利用者又は家族に対する宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

 

（３）提供するサービスの利用料と利用者負担額（介護保険を提供する場合）について 

   ① 介護保険からの給付サービスを提供した際は、原則として負担割合証に応じた

負担額（１割又は一定以上の所得のある利用者は２割又は３割）となります。 

   ② 介護保険給付の範囲を超えたサービス利用については全額自己負担となります。 

   ④ 介護報酬の額は、厚生労働大臣が告示で定める額であり、これが改定された場

合は、基本利用料、加算料金等が自動的に改訂されます。なお、その場合は、

事前に新しい料金について書面でお知らせいたします。 

 

◆ 料金及び利用者負担額について 

  別紙参照 

 

◆その他の費用について 

区分 利用料 

① 食費 

食事の提供にあたり、食材料費と調理に係る費用です。１日につき、

1,480 円（朝食 300円、昼食 590円、夕食 590円）とし、１食単位で

支払いを受けるものとします。） 

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている利用者につい

ては、その負担割合に応じた金額となります。 

通常 

第４段階 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階① 第３段階② 第２段階 第１段階 

1,480 円/日 1,000円/日 1,300円/日 600円/日 300円/日 
 

①  居住費 

施設及び設備の利用に伴う光熱水費を含む滞在費です。ただし、介護

保険負担限度額認定証の発行を受けている利用者については、その負

担割合に応じた金額となります。 

【多床室】   (3部屋) 

通常 

第４段階 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階 

840円/日 430円/日 430円/日 430円/日 0円/日 

 

【従来型個室】 (2部屋) 
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通常 

第４段階 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階 

1,300円/日 880円/日 880円/日 480円/日 380円/日 

※ 短期入所生活介護利用中に利用者の責により居室等の修繕が必

要となる場合、現状回復のために要した費用を実費で請求させてい

ただく場合があります。 

③ 理美容代 

本体施設（サンライフたきの里）で理美容サービスを利用する場合、

以下の金額が実費負担となります。 

①  総合調髪（カットと顔剃り） 2,750円／回 

②  カットのみ         2,530円／回 

③  丸刈りと顔剃り       2,200円／回 

④  丸刈りのみ         1,980円／回 

理髪業者によって料金が変わる場合があります。 

④ その他 

日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と

認められるもの（利用者の希望により提供する日常生活上必要な身の

回り品など）の費用については、実費負担となります。 

 

４ 利用料の請求及び支払方法について 

介護保険適用の場合 

利用者料、利用者負担額、

その他の費用の 

請求方法等 

①利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及び

その他の費用の額は、サービス提供ごとに計算し、利用

月の合計金額により請求いたします。 

②上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１

５日までに利用者宛に郵送します。 

介護保険適用の場合 

利用者料、利用者負担額、

その他の費用の 

支払い方法等 

①サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利

用者控えと内容を照合の上、毎月２７日に口座振替にて

お支払いください。なお、２７日が銀行等の休業日とな

る場合は翌営業日の振替となります。 

②口座振替の確認をしましたら、翌月の請求書の発行の際

に領収書を同封しますので、必ず保管されますようお願

いいたします。領収書の再発行はできませんので、医療

費控除の還付請求等にご使用になる場合は、ご注意くだ

さい。 

② 口座振替ができない場合については、ご相談ください。 

 

○ 要介護認定等の結果が出ていない状態で、緊急やむを得ず（介護予防）短期入所生活

介護サービスを利用した場合は、保険適用の取扱いができないため、一旦サービス

利用料の全額をお支払いいただきます。その場合については、事業所より発行され

たサービス利用提供証明書を、市町窓口に提出することで後日７割から９割が払い

戻しされます。 
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５ サービスの提供にあたっての留意事項 

（１）介護保険被保険者証の確認 

   サービスの提供に先立って、被保険者証に記載された被保険者資格、要介護認定等

の有無、要介護認定等の有効期間を確認させていただきます。被保険者の住所など

に変更があった場合は、速やかに事業者にお知らせください。 

（２）要介護認定等の支援 

   利用申込者が要介護認定等を受けていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また居宅介護支援が利用者

に行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定等の更

新の申請が遅くとも利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する３０日

前にはなされるよう、必要な援助を行います。 

（３）（介護予防）短期入所生活介護画の作成等 

   相当期間以上利用する利用者に対して利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する

居宅サービス計画に基づき、（介護予防）短期入所生活介護計画を作成します。なお、

作成した（介護予防）短期入所生活介護計画は、利用者又は家族にその内容の説明

を行いますので内容をご確認ください。 

（４）指定（介護予防）短期入所生活介護の提供 

   サービスの提供は、居宅サービス計画もしくは（介護予防）短期入所生活介護計画

に基づいて行います。従業者に対するサービスの提供に関する具体的な指示や命令

は、すべて事業所が行いますが、実際のサービス提供にあたっては、利用者の心身

の状況や意向に十分に配慮を行います。 

 

 

６ 身体拘束・虐待防止について 

  当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

（１）身体拘束・虐待防止等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、

その結果について従業者の周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止に関する責任者の選定 

虐待防止に関する責任者 入居事業部課長：坂 野 浩 子 

（３）身体拘束・虐待防止等の適正化のための指針の整備をしています。 

（４）成年後見制度等の利用支援を行います。 

（５）苦情解決体制を整備しています。 

（６）サービス提供中に、当事業所の従業者又は養護者（現に養護している家族・親 

   族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速 

   やかに市に通報します。 

（７）事業者は、利用者に対して身体的拘束及び行動制限を行いません。ただし、 

 自傷他害の恐れがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して 

 危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に説明し、同意を得た上で必要 

 最小限の範囲内で行う事があります。 

（８）身体拘束を行った場合、その日時、理由及び利用者の様態等についての記録 

   を行います。 
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（９）従業者に対して、身体的拘束・虐待等に関する研修を実施しています。 

 

 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及び 

その家族に 

関する 

秘密保持 

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努め

るものとします。 

○ 事業者及び従業者は、サービス提供を行う上で知り得た利用者及

びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後にお

いても継続します。 

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後に

おいても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内

容とします。 

②個人情報の 

保護 

○ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議で使用する等、他のサービス提供事業者等に、利用者の

個人情報を提供しません。 

○ 利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族から予め

文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他

のサービス提供事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しま

せん。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録

物（紙によるものの他、電磁的記録を含む）については、善良な

管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内

容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除

を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。開示に際して複写料な

どが必要な場合は、利用者の自己負担となります。 

 

 

８ 身元保証人について 

（１）利用契約の締結にあたり、身元保証人を求めることがあります。ただし、社会通念

上、利用者に身元保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合はこ

の限りではありません。身元保証人は、これまで最も身近で、利用予定者のお世話

をされてきた家族に就任していただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも

これらの方に限る趣旨ではありません。 

（２）身元保証人は、利用者の利用料等の経済的な債務については、利用者と連帯してそ
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の債務の履行義務を負うこととなります。 

（３）利用者が当施設で死亡した場合において、そのご遺体や残置物の引き取り等につい

ても身元保証人がその責任で行う必要があります。利用者が死亡していない場合で

も、利用契約が終了した後、利用者自身で残置物を引き取れない場合においても身

元保証人において残置物を引き取っていただきます。 

（４）身元保証人が死亡したり破産宣告を受けるなどした場合には、新たな身元保証人を

立てていただき、改めて契約締結を行うこととなります。 

 

 

９ 緊急時の対応方法について 

   サービス提供中に、利用者に病状の急変等が生じた場合その他必要な場合は、速や

かに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定す

る連絡先にも連絡します。 

 

 

１０ 事故発生時の対応方法について 

   利用者に対する指定（介護予防）短期入所生活介護の提供により事故が発生した場

合は、市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じます。 

   また、利用者に対する指定（介護予防）短期入所生活介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

１１ 心身の状況の把握 

   指定（介護予防）短期入所生活介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開

催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとし

ます。 

 

 

１２ 居宅介護支援事業者等との連携 

（１）指定（介護予防）短期入所生活介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健

医療サービス又は福祉サービスの提供者との密接な連携に努めます。 

（２）サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内

容を記載した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に提供します。 

 

 

１３ サービス提供の記録 

（１）指定（介護予防）短期入所生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービス

内容等の記録を行うこととし、その記録はサービス完結の日から５年間保存します。 

（２）利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を
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請求することができます。なお、複写等にかかる費用は実費をご負担いただきます。 

 

 

１４ 非常災害対策（業務継続に向けた取組の強化について） 

（１）感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する支援及びサービス提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

（４）事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取

り組みを行います。 

   災害対策に関する担当者（防火管理者）職・氏名（事務職員・亀 田 宗 孝） 

（５）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知します。 

（６）年２回以上、避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

 

１５ 衛生管理等について 

（１）利用者の使用する食器その他の設備は又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２）事業所において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を

講じます。 

（３）上記以外に事業所は、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の

対処等に関する手順に沿った対応を行います。 

（４）事業所における感染対策等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（５）従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

 

１６ 苦情解決の体制及び手順 

（１）提供した指定（介護予防）短期入所生活介護に係る利用者及びその家族からの相談

及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

（２）相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとしま

す。 

① 苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ状況の

聞き取りのための面接を実施し、事情の確認を行います。 

② 苦情受付担当者は、把握した状況を他の従業者とともに検討を行い、対応を協議・決

定します。 

③ 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者への対
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応方法を含めた結果報告を行います。内容により時間を要する場合についてもその旨

を連絡いたします。 

事業所の 

相談窓口 

所在地：石川県加賀市山中温泉滝町リ１番１ 

電 話：０７６１－７８－０６６６ 

ＦＡＸ：０７６１－７８－０６５３ 

受付時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分から午後５時１５分 

苦情受付担当者：繁 昌 愛 里（生活相談員） 

苦情解決責任者：中 野 裕 紀（管理者） 

第三者委員 

寺 井 優 子  電話：０７６１－７２－３５５１ 

西 納   弘  電話：０７６１－７８－２８９４ 

蔭 西   操  電話：０７６１－７２－０８８０（職場） 

公的相談窓口 

加賀市役所市民健康部介護福祉課 

  電話 ０７６１－７２－７８５３ 

石川県国民健康保険団体連合会高齢者介護サービス１１０番 

  電話 ０７６－２３１－１１１０ 

石川県運営適正化委員会（石川県社会福祉協議会内） 

  電話 ０７６－２３４－２５５６ 

 

 

１７ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

 

 

１８ その他事業所内での禁止行為等 

（１）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵す

こと。 

（２）けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。 

（３）事業所内の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

（４）指定した場所以外で火気を用いること。 

（５）事業所内の設備や器具について、本来の用法に従わないこと。 

（６）故意に事業所もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 

（７）所持金品は、自己責任で行うこと。 

（８）利用者の責により、事業所の設備及び器具、物品等に破損及び損害が生じた場合は、

利用者又はその家族に弁償を求める場合があること。 

 

 

 

指定（介護予防）短期入所生活介護の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要
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事項の説明を行いました。 

 

＜重要事項説明日＞  令和   年   月   日 

 

＜事業者＞      事業者名 社会福祉法人長久福祉会 

           代表者名 理事長  菊 知   充  ㊞ 

                      住  所 石川県加賀市山中温泉滝町リ１番１ 

 

           事業所名 ショートステイたきの里 

           管理者名 管理者  中 野 裕 紀 

 

           説明者名              ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて、事業者から指定（介護予防）短期入所生活介護の提供及び利

用について重要事項の説明を受け、同意いたしました。 

 

 ＜利用者＞      氏  名              ㊞ 

 

            住  所                         

 

 ＜身元保証人・代理人＞氏  名              ㊞ （続柄：    ） 

（家族の代表・成年後見人等） 

            住  所                         

 

電話番号                         

 

 ＜身元保証人＞    氏  名              ㊞ （続柄：    ） 

（その他の家族） 

            住  所                         

 

            電話番号                         

 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、

私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

 ＜代筆者＞      氏  名              ㊞ （続柄：    ） 

 

            住  所                         


